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審議内容及び結果 

【審議内容】 

（１）ごみ収集運搬手数料及びごみ処分手数料の

改定案について 

（２）改定時期について 

（３）見直し頻度について 

 

【審議結果】 

（１）ごみ収集運搬手数料及びごみ処分手数料の

改定案について 



①指定ごみ袋（ごみ収集運搬手数料） 

現 行：１リットル当たり２円 

改定後：１リットル当たり４円 

②ごみ処分手数料 

現行の１０ｋｇ当 たり９０円のまま据

え置き 

   ③粗大ごみ処理券（ごみ収集運搬手数料） 

     現行の１枚３００円のまま据え置き 

   ④事業系ごみ処理券（ごみ収集運搬手数料） 

    現 行：１枚５０円 

    改定後：１枚１００円 

（２）改定時期について 

丁寧な住民への説明・周知が必要になる。

改定は、説明・周知終了後とする。 

本審議会では決定しない。 

（３）見直し頻度 

    ３ 年 毎 に 経 費 と 収 入 の バ ラ ン ス を 確 認

し、見直しの有無を決定する。 

 

＜審議会顛末＞ 

１ 開  会  

〔会長〕 前回の審議会で、経費をリサイクルセ

ンター管理運営等の資源物処理関係も含めた中

で 収 入 の 割 合 を ３ ０ ％ と す る こ と が 確 認 さ れ

た。 

今回は、事務局がそれに基づき改定案を示し

ているので、皆さんの意見を聞きたい。 

 

２ 議  事  

（１）ごみ収集運搬手数料及びごみ処分手数料の

改定案について 

〔事務局〕 資料説明 



〔委員〕粗大ごみの大きさにより、料金に差をつ

けることはできないか。 

〔事務局〕可能である。しかし、大きさ・重さは

受付時の聞き取りのみで実物を確認していな

い。 

   現在、収集員１名から２名で容易に収集車

に運べる大きさ、重さまでを１個として同額

で扱う今の方法は、事務的にも利用者的にも

良いのではないかと思っている。 

〔会長〕改定案の検討に入る。 

指定ごみ袋は、一律１リットル当たり２円増

額しなければ、収入の割合を３０％にすること

ができない。 

指定ごみ袋は、１リットル当たり２円増額

し、４円とすることで良いか。 

 

  （全委員賛同） 

 

〔会長〕それでは指定ごみ袋は、一律１リットル

当たり４円とすることで答申する。 

   足りない分は、ごみ処分手数料、粗大ごみ

処理券、事業系ごみ処理券で賄うことになる

が、どのように考えるか。 

〔委員〕ごみ処分手数料は、直接搬入分である。

指定ごみ袋での回収は、高くてもやむをえな

いが、直接処理施設に持っていけば安く済む

という方が町民の方も納得しやすいのではな

いか。 

〔委員〕一般の家庭からは、指定ごみ袋で負担を

高くするので、あとは事業者が残りを負担す

るということで、事業系ごみ処理券５０円増

額し、１枚１００円という考え方が良いと思 



〔会長〕今、ごみ処分手数料、粗大ごみ処理券は

据え置きで、事業系ごみ処理券を５０円増額

し１００円とするという意見が出ているが、

そのようなことでよろしいか。 

 

（全委員賛同） 

 

〔会長〕では、ごみ処分手数料、粗大ごみ処理券

は据え置きで、事業系ごみ処理券を１枚１０

０円とすることで答申する。 

 

〔会長〕次に、改定の時期についてであるが、事

務局から何かあるか。 

〔事務局〕年度替わりの４月や、半年後の１０月

からというのがよくあるケースである。 

今回の料金改定の案は、役場の内部での調整

や議会の了承をいただく内容も含まれる。 

また、町民への説明の機会も必要になること

が考えられる。 

周知期間や新型コロナ感染症の  影響によ

る所得の低下など社会・経済状況もある程度考

慮するべきかという考え方もあると思う。 

〔委員〕役場内部の調整というより、町民にしっ

かり説明することを優先して欲しい。この３

０％負担という考え方は知られていないと思

う。設定当初は説明があったのかもしれない

が、今、分かっている人はいないと思う。ど

うして３０％というあたりも。ふれあいトー

ク等を使っても良いと思う。 

   事務局は大変だと思うがよろしくお願いし

たい。 

〔委員〕しっかり町民に説明していくことが重視



されるので、説明が終わってからとなる。こ

の審議会ではいつからという結論は出せない

のではないか。 

〔会長〕それでは、本審議会では改定時期を決め

られないということで良いか。 

 

  （全委員賛同） 

 

〔会長〕次に、見直し頻度についてであるが、事

務局から何かあるか。 

〔事務局〕平成１７年の料金設定から今まで料金

改定が行われてこなかった。経費と収入の状

況は、数年の平均で考える必要もあることか

ら、ある程度の期間をあけて検討する必要が

ある。必ずその時に料金を改定するというの

ではなく、状況をチェックするということで、

その頻度について皆さんの考えを伺いたい。 

〔委員〕他の手数料改定は、通常どのくらいの頻

度で行われるのか。 

〔事務局〕３年ごとに見直すこととなっている。

必ずそこで上げるというわけではなく、上げ

る必要があるものは上げる、必要のないもの

は据え置いたり下げたりする。 

〔委員〕廃棄物の手数料もそれと同じ３年で良い

のではないか。 

〔会長〕３年という意見があるが、どうか。 

  

  （全委員賛同） 

 

〔会長〕それでは、３年毎に見直すこととする。 

〔会長〕以上で、諮問された案件の審議を終わる

こととする。その他事務局から何かあるか。 



〔事務局〕審議結果を基に作成した答申書案を作

成する。後日、皆さんに確認いただきたい。 

 

〔会長〕以上で令和３年度第３回の廃棄物減量等

推進審議会を閉じる。 

 

【以上、午後７時００分 閉会】 

 

 

 

 

 


